
 

 

 

 

生野区人権啓発推進員制度要綱 

 

（目的） 

第１条 生野区における大阪市人権啓発推進員（以下「推進員」という。）の制度は、大阪

市人権啓発推進員制度実施要綱（以下「市要綱」という。）に定めるもののほか、本要綱

の定めに基づいて実施する。 

 

（業務） 

第２条 推進員に委嘱する業務は、次に掲げる業務とする。 

（1）生野区が行う人権啓発事業の運営その他区民に対する人権啓発に関する業務 

（2）地域で生じた人権に関する問題又は区民からの人権に関する相談を区役所その他の関

係機関の相談窓口等へ取り次ぐ業務 

（3）その他人権啓発に関し区長が必要と認める業務 

 

（定数） 

第３条 生野区における推進員の定数は、おおむね校区等地域ごとに３名を乗じたものと

する。 

 

（選考方法） 

第４条 推進員の選考方法は、地域振興会その他別表に定める団体等（以下「団体等」とい

う。）から推薦された者で区長が選定する。 

２ 任期満了後に継続して再任を承諾する推進員については、前項の推薦を必要としない。 

３ 前項の選考は、委嘱予定日現在における年齢(誕生日に応当する日をもって満年齢に達 

するものとして計算するものとする。）１８歳以上８０歳未満の者を対象とする。ただし、 

地域における人権啓発活動の円滑な推進を図るために区長が必要と認めるときは、この 

限りではない。 

 

（連絡調整会議の開催） 

第５条 推進員による委嘱業務の円滑かつ効果的な遂行を図るため、生野区人権啓発推進 

員連絡会（以下「連絡会」という。）との連絡調整会議を開催する。 

２  委嘱業務にかかる事務は、区役所において処理する。 

３ 前項の事務処理にあたり、区役所は、必要に応じて連絡会と協議（連絡調整）を行う。 

 

 附 則 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ 推進員の委嘱に関し必要な選考その他の行為は、この要綱の施行前においても行うこ 

とができる。 

３ 本要綱の施行前に大阪市人権啓発推進協議会会長より委嘱された推進員の任期満了日 

は市要綱及び本要綱の施行による変更は行わず、委嘱時の任期のまま取り扱う。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 附 則 

２ この要綱は、令和６年 12月１日から施行する。 

 

 



 

 

 

別表（第４条関係） 

団   体   名 

生野区社会福祉協議会 

生野区地域振興会 

生野産業会 

大阪市コミュニティ協会生野区支部協議会 

生野区民生委員児童委員協議会 

生野防犯協会 

生野区商店会連盟 

生野地区保護司会 

生野区ＰＴＡ協議会 

生野区更生保護女性会 

生野区身体障害者団体協議会 

生野区母と子の共励会 

生野区青少年指導員連絡協議会 

生野区体育厚生協会 

大阪市スポーツ推進委員生野区協議会  

生野区子供会育成連合会 

日本ボーイスカウト生野区協議会 

ガールスカウト生野区育成協議会 

生野区視聴覚教育協議会 

生野区ＢＢＳ会 

生野区青少年福祉委員連絡協議会 

生野区老人クラブ連合会 

生野区遺族会  

生野区医師会 

生野区歯科医師会 

生野区薬剤師会 

大阪市企業人権推進協議会生野区支部 

 


